
○ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金交付要綱 

令和３年４月１日 

制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、町民ニーズに合致するコミュニティビジネス等に取り組む団体を

支援し、その活動に要する経費を補助することで、ながぬま創生の実現に持続的に寄

与する地域人財、活動主体の成長を促し、町民主役のまちづくりを推進することを目

的とする。 

（補助対象団体） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体は、前条の目的を達成しようとする団体で、次

の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。 

(1) ５人以上で構成されており、団体を構成する者の半数以上が町内に在住又は在学

していること。 

(2) 団体の代表者が町内に在住又は在学していること。 

(3) 町内に活動拠点を置いていること。 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が適切でないと認める団体は、補助金の交付の対象

としない。 

（補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、前条の

補助対象団体が行う事業で、別表第１に掲げるものとする。 

２ 補助対象事業は、主たる事業を町内で行うものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業

としない。 

(1) 団体の経常的な事業 

(2) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業 

(3) 国、地方公共団体及びその他の団体から助成を受けて行う事業 

(4) 専ら、特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

(5) 公序良俗に反する事業 



(6) 団体の親睦、趣味及び技能向上を目的とした事業 

(7) 学術及び研究を目的とした事業 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対

象事業に要する経費のうち、別表第２に掲げるものとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費を合算した額に別表第３

に掲げる補助率を乗じて得た額とし、別表第３に掲げる補助金の上限額を上限とする。

ただし、補助対象事業に係る補助金以外の収入がある場合は、その収入の額を補助対

象経費から控除した額を補助対象経費とみなして算出する。 

２ 補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

（計画の承認） 

第６条 補助金の交付を受けようとする団体は、ながぬま創生町民提案プロジェクト計

画承認申請書（別記様式第１号。以下「承認申請書」という。）を町長の指定する期

限までに町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定により提出された承認申請書を審査し、承認の可否を決定した

ときは、ながぬま創生町民提案プロジェクト計画承認（不承認）決定通知書（別記様

式第２号）により通知するものとする。 

（実績報告等） 

第７条 前条第２項の承認を受けた団体は、事業完了後、速やかにながぬま創生町民提

案プロジェクト支援補助金実績報告書兼交付申請書（別記様式第３号。以下「実績報

告書等」という。）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第８条 町長は、前条の実績報告書等を受理した場合は、事業の完了検査を行い、適当

であると認め、補助金を交付すべきものと決定したときは、ながぬま創生町民提案プ

ロジェクト支援補助金確定通知書兼交付決定通知書（別記様式第４号）により通知す

るものとする。 



（補助金の交付） 

第９条 町長は、前条の規定による通知後、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 町長は、補助金の交付決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当した場

合は、その決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その

全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。 

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和７年３月３１日限り、その効力を失

う。ただし、第１０条の規定は、なおその効力を有する。 

別表第１（第３条関係） 

補助対象事業 事業の内容 

公益活動支援 

事業 

福祉の向上や町民利益の増進につながり、公共サービスの充実が図ら

れる公益性の高い事業 

にぎわい創出 

事業 

これまでにない発想と創意工夫による、多くの町民が参加でき、町全

体の活気を創出する事業 

青少年活動支援 

事業 

児童、生徒や学生等の団体が自ら企画し行う、まちづくりやまちの活

性化につながる事業 

地域産品商品 

開発事業 

町の産品、資源や技術等を活用した新しい商品開発、販路拡大に資す

る事業 

団体法人化支援 

事業 

任意団体が、自立運営を目標とし、ＮＰＯや会社等の法人化に取り組

む事業 

別表第２（第４条関係） 

補助対象経費 経費の内容例 



報償費 講師、指導者、専門家等への謝礼金、出演料、事業に要する景品代等 

旅費 講師、指導者、専門家等の旅費、会議や打合せのための交通費等（宿

泊費は、町内の宿泊に限る。交通費の支給は原則実費とする。） 

食糧費 講師、指導者、専門家等の飲食費等（ただし、講演等の時間が通常の

食事時間にかかる場合において提供する社会通念上妥当と考えられ

る範囲に限る。） 

消耗品費 事務用品等の購入費 

印刷製本費 参加者募集案内、広報ポスター、資料、活動報告書、パンフレットな

どのコピーや冊子作成のための印刷費、製本費、記録写真の現像料・

プリント料・用紙代・材料代・写真フィルム代等 

通信運搬費 参加案内、資材等を送付するための郵送料や宅配料 

保険料 ボランティア保険、行事保険等 

広告料 テレビ・ラジオ・新聞等での宣伝広告費 

使用料及び 

賃借料 

会場使用料、機材等の借上げ料（団体等及び団体等を構成する者が自

ら所有する施設、物品等を除く。） 

原材料費 材料費、資材費等 

公課費 許可申請等に要する収入印紙、収入証紙等の購入費、手数料等 

その他 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費 

別表第３（第５条関係） 

補助対象事業 補助率 補助金の上限額 

公益活動支援 

事業 

10分の10以内 5万円 

にぎわい創出 

事業 

10分の10以内 10万円 

青少年活動支援 

事業 

10分の10以内 5万円 

地域産品商品 3分の2以内 15万円 



開発事業 

団体法人化支援 

事業 

3分の2以内 15万円 



別記様式第１号（第６条関係） 

        ながぬま創生町民提案プロジェクト計画承認申請書  

 

                                年  月  日  

 

 長沼町長          様 

 

             申請団体 所在地   

                  名 称   

                  連絡先   

 

 ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金を受けたいので、ながぬま創生町民提案

プロジェクト支援補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり申請します。 

                    記 

１ プロジェクトの名称                           

２ 補助金交付申請額                     円  

  （※補助金交付申請額は、１，０００円未満の端数を切り捨てた額とする。） 

３ プロジェクトに取り組む団体の構成者一覧表 

氏名 住所 

（代表者） 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 ※ 構成者は５人以上であること。（※記入欄が不足して書ききれない場合には、別紙 

  に記入して添付すること。既存の名簿等の添付でも可。） 

 ※ 構成者が町内に在住していない場合、住所の欄には勤務先、通学先等を記入する 

  こと。 



４ プロジェクト概要 

実施区分 
（交付要綱別表第１の補助対象事業の区分を記載） 

 

目的、内容 

 

 

 

 

 

効果、目標 

 

 

 

 

 

事業期間 

（予定） 

着手        年    月    日 

完了        年    月    日 

 

５ プロジェクトに係る収支計画 

 （１）収入の部 

科目 見込額 摘要（詳細を記入） 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計 円  

 

 

 

 



 （２）支出の部 

補助対象経費見込額 

科目 見込額 摘要（詳細を記入） 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計 円  

 

６ 補助金交付申請額算出 

支出の部合計         円 － 収入の部合計         円  

 ＝補助対象経費         円 ×   分の  （補助率） 

  ＝補助金交付申請額           円（１，０００円未満切捨て） 

  ※ 交付要綱別表第３の補助率及び補助金の上限額を適用する。 

 



別記様式第２号（第６条関係） 

     ながぬま創生町民提案プロジェクト計画承認（不承認）決定通知書  

 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

            様 

 

                      長沼町長           

 

     年  月  日付けで申請のあったながぬま創生町民提案プロジェクト計画に

ついて、ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金交付要綱第６条第２項の規定によ

り審査した結果、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

                    記 

 

１ プロジェクトの名称                            

２ 補助金交付予定金額                円  

   （不承認の理由）   

３ 計画内容           年   月   日付け申請書記載のとおり  

 

 

備考 

１ 事業を完了したときは、速やかにながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金実績

報告書兼交付申請書を提出し、町の完了検査を受けてください。 

２ 補助金の額の決定は、ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金確定通知書兼交

付決定通知書により通知します。なお、条件に違反したときは、補助金を交付しないこと

又は補助金の返還を命ずることがあります。 

 



別記様式第３号（第７条関係） 

    ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金実績報告書兼交付申請書  

 

                                年  月  日  

 

 長沼町長          様 

 

             申請団体 所在地   

                  名 称   

                  連絡先   

 

     年  月  日付け   第   号にて承認を受けたながぬま創生町民提案

プロジェクト計画について、下記のとおり事業を完了しましたので、ながぬま創生町民提

案プロジェクト支援補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添付して報告し、補

助金の交付を申請します。 

 

                    記 

 

１ プロジェクトの名称                           

２ 補助金交付申請額                     円  

３ 完了年月日          年  月  日  

４ 添付書類       請求明細書写し 

             領収書写し 

             その他（              ） 

５ 補助金振込先     金融機関名                    

             口座番号                     

            （フリガナ） 

             口座名義                     

 

 

 

 



６ プロジェクト実施成果 

実施区分 
（交付要綱別表第１の補助対象事業の区分を記載） 

 

目的、内容 

 

 

 

 

 

実施効果 

目標達成 

 

 

 

 

 

事業期間 
着手        年    月    日 

完了        年    月    日 

 

７ プロジェクトに係る収支決算 

 （１）収入の部 

科目 収入額 摘要（詳細を記入） 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計 円  

 

 

 

 



 （２）支出の部 

補助対象経費 

科目 支出額 摘要（詳細を記入） 

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

 円  

合計 円  

 

８ 補助金交付申請額算出 

支出の部合計         円 － 収入の部合計         円  

 ＝補助対象経費         円 ×   分の  （補助率） 

  ＝補助金交付申請額           円（１，０００円未満切捨て） 

  ※ 交付要綱別表第３の補助率及び補助金の上限額を適用する。 

 



別記様式第４号（第８条関係） 

   ながぬま創生町民提案プロジェクト支援補助金確定通知書兼交付決定通知書  

 

                                第     号  

                                年  月  日  

 

             様 

 

                      長沼町長            

 

     年  月  日付けで報告のあったながぬま創生町民提案プロジェクト支援補

助金について、完了検査の結果適当と認め、下記のとおり補助金の額を確定し、交付する

ことに決定したので通知します。 

 

                    記 

 

１ プロジェクトの名称                            

２ 補助金交付確定額                 円  

             （※同額を補助金交付額とする。） 

 


